
沖縄労働局長登録教習機関（登録番号６２－２号） 登録有効期間（令和11年3月31日）

【 教 習 期 間 】 日程表でご確認ください。
（8日間）

【 時 間 】 午前の部　　８：５０～１３：００　　　　午後の部　　１３：００～１７：１０

【 科 目 】 第１日～第４日　 移動式クレーンの基本運転・合図の基本作業
第５日～第８日　 移動式クレーンの応用運転・合図の基本作業（教習後に修了試験）

【 会 場 】 沖縄クレーン教習所（中城村屋宜64-8）

【 受 講 料 】 受講料　１０５,０００円(税込)　　　テキスト　４,５６５円(税込)　【学科未受験者のみ】

【 定 員 】 午前の部　　　４名　　　　　　午後の部　　　４名

【 必 要 書 類 】 〇学科試験合格者
学科の合格通知書
免許申請手数料 １,５００円（収入印紙）
免許証の郵送料 ４６０円（切手）
本人確認証明書（自動車免許又は健康保険証の写し）
写真３葉（3.0cm×2.4cm）

〇学科未受験者
本人確認証明書（自動車免許又は健康保険証の写し）
写真２葉（3.0cm×2.4cm）

【 振 込 先 】 沖縄銀行　牧港支店　普通貯金　１２２５８３７
　　　　シャ）　 　ニホンクレーンキョウカイ　 オキナワケンシブ

一般社団法人　日本クレーン協会　沖縄県支部
（お振込手数料は貴社でご負担お願いします。）

【講習当日の服装】 ヘルメット、作業服、安全靴等

【お問い合わせ先】 一般社団法人　日本クレーン協会沖縄県支部
ＴＥＬ　　０９８ （９４２） ３００１
ＦＡＸ　　０９８ （９４２） ３００２

・定員になり次第締め切りします。

・受講料は前納でお願いします。

　※　原則として受付後、取消しの申し出があっても受講料の返金、受講日の変更は行いません。

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 実 技 教 習 の ご 案 内

　　　　  ㊟ 価格が変わる場合がありますので、事前にご確認下さい。

つり上げ荷重５トン以上の移動式クレーンは「移動式ク

レーン運転士免許」を受けた者でなければ、当該業務に

就かせてはならないとされていますが、移動式クレーン運

転士免許を取得するためには、学科・実技両方の国家試

験に合格しなければなりません。

当協会では沖縄労働局長の登録を受け「移動式クレー

ン運転実技教習」を下記の日程で開催します。

なお、この教習を修了した方は教習修了後１年間は国家

試験のうち実技試験が免除され、すでに移動式クレーン

のうち学科試験に合格された方は、申請により免許証の

交付が受けられます。


